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  阿蘇郡西原村 建設課 
 

自然豊かなこの村に長持ちの橋を残すために！ 
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はじめに 

西原村では、橋梁の「安全」「安心」を持続的に確保していくため、計画的な管理を行うこ

とによって維持管理費の縮減や平準化を目指し、平成２６年度に「橋梁長寿命化修繕計画」（以

下「第１期計画」という）を策定しました。 

その後、笹子トンネル天井板崩落事故をきっかけとした平成２５年度の道路法一部改正、平

成２６年度に「道路橋定期点検要領」（H26.6 国土交通省道路局）が示され、管理橋梁の定期

点検をもとに「点検・診断・措置・記録」というメンテナンスサイクルを確実に行うことが義

務化されました。これを受け、本村では平成２７年度、平成２９年度に１巡目の定期点検を行

っています。 

また、1巡目の橋梁定期点検のデータの蓄積や課題を反映し、より実態に即した要領を目指

し平成３１年度に「道路橋定期点検要領」（H31.2 国土交通省 道路局）が改定されました。そ

の中には、「自らが近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができると定期点検

を行う者が判断した場合には、その他の方法についても、近接目視を基本とする範囲と考えて

よい。」と記載され、点検の効率化・高度化を推進する動きがあります。そのため，近接目視

点検を補完、代替、充実する新技術の活用による点検の効率化が推進され、国土交通省の策定

する「点検支援技術性能カタログ（案）」は、80技術（R2.6 版）から 218 技術（R7.9 現在）

と約３倍に拡充されてきています。 

 

このように維持管理を取り巻く環境は刻々と変化しており、その変化に柔軟に対応するため

西原村では、令和５年度に新しく架け替えられた「揺ヶ池２号橋」を含めた６２橋の管理橋梁 

について、上記要領を基礎として作成された「熊本県橋梁定期点検マニュアル（案）」に基づ

き、令和７年度より３巡目の橋梁定期点検を実施中です。 

 

今回の橋梁長寿命化修繕計画の改訂は以下のポイントについて検討し、道路網の安全性・信

頼性を確保することを目的とします。 

① 「新技術の適用対象、活用予定の新技術」 

② 「集約・撤去対象橋梁」 

③ 「短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果の算出」 

 

現在実施している３巡目の定期点検が完了した段階で、最新の点検データを取り込み、全管

理橋梁６２橋を対象とした橋梁長寿命化修繕計画の改定を行うこととします。 
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１．長寿命化修繕計画の目的 

（１）背景 

西原村が管理する橋梁は６２橋です。このうち、建設後５０年を経過する橋梁は全体の約２

６％（１６橋）を占め、２０年後には約８９％（５５橋）となり、高齢化した橋梁が増加して

いきます。 

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の『悪くなったら補修する』対症療法型方式

の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念されてい

ます。 

このような状況のなか、平成２６年７月に橋梁の定期点検に関する省令・告示が施行され、

近接目視※ を基本とする点検を５年に１回実施することとなりました。 

 

 

 

 

 
村内管理橋梁の例 

 

現在（2025 年）                  20 年後（2045 年） 

      

図-1 建設後 50 年以上の橋梁数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

※ 近接目視(点検)とは、足場や点検車などを利用して、触診や打音検査ができる距離まで近づき、施設の

損傷や変状を詳細に調べること。 

 

自衛隊関係車両が通過する麦の庄大橋(鋼橋) 

橋⾧61.4m 昭和62年架設 48歳 

布田川を跨ぐ辰口橋（RC-T桁） 

橋⾧20.5m 昭和30年架設 70歳 

50 年以上 89%50年未満 11%50 26% 50年未満 74% 年以上
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（２）目的 

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた村の財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。 

コスト縮減のためには、従来の悪くなったら補修する『対症療法型』方式から、損傷が大き

くなる前に計画的に予防的な対策を行い長持ちさせる『予防保全型』方式へ転換を図り、橋梁

の寿命を延ばす必要があります。 

そこで、本村では将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋

梁長寿命化修繕計画を策定することにしました。 

 

 

対症療法型修繕 

 

 
例：床版の抜け落ち 

 

 

 

 

 

床版の部分打替え 

 

 
大規模な修繕 

 

予防保全型修繕 

 

 
例：床版ひびわれ 

 

 

 

 

 

 

ひびわれ注入・表面含浸工 

 

 
軽微な修繕 

 

 

転

 

換 
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２．橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 

橋梁長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、平成３０年度の計画策定以降に架け替えられた

「大切畑橋」と移管された「第二古閑橋」の２橋を含む、６２橋となります。 

 

表-1 対象橋梁数 

 
村道 1 級 村道 2 級 村道 その他 合計 

橋梁⾧寿命化修繕計画対象の橋梁数 10  16 36 62 

◆橋梁⾧寿命化修繕計画の対象：西原村が管理する村道橋が対象です。 

◆前回（平成 30 年度）計画策定対象橋梁：60 橋（当時の全管理橋梁：61 橋） 

 

表-2 橋種毎の橋年齢 

橋年齢 
橋 種 別 

合 計 
ＲＣ橋 ＰＣ橋 鋼 橋 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾎﾞｰﾄ PC 橋＋RC 橋 

50 年以上 7 6 3 0 0 16 

40～50 年未満 11 2 6 3 1 23 

30～40 年未満 2 14 0 0 0 16 

20～30 年未満 0 6 0 0 0 6 

10～20 年未満 0 0 0 0 0 0 

 0～10 年未満 0 1 0 0 0 1 

合 計 20 29 9 3 1 62 

 

図-2 橋の年齢分布グラフ 
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３．健全度の把握および維持管理に関する基本的な方針 

（１）健全度の把握の基本的な方針 

◎橋梁の健全度状況は、道路橋定期点検要領に基づき５年に１回近接目視による定期点検を実

施します。「点検」 

◎点検により健全性を診断し、４段階の健全度区分（表-3参照）により判定します。「診断」 

◎診断に応じた措置（修繕・監視・日常的な維持管理など）を行います。「措置」 

◎点検結果は道路橋点検要領で規定された点検記録様式で記録・保管を行い、以後の維持管理

や修繕計画の見直し等に活用します。「記録」 

◎維持管理の業務サイクルであるメンテナンスサイクル「点検 ⇒ 診断 ⇒ 措置 ⇒ 記録 ⇒

（次回点検）」の各段階を確実に実施することにより、橋梁長寿命化修繕計画を実施します。

（図-3参照） 

 

表-3 ４段階の判定区分における構造物の状態 

区  分 状   態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態． 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点か

ら措置を講ずることが望ましい状態． 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を

講ずべき状態． 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著

しく高く，緊急に措置を講ずべき状態． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 メンテナンスサイクルの流れ 

 

点 検 

・橋の損傷状態を把握 

・重大な損傷の早期発見・対処 

診 断 
・部材単位ごと、橋ごとに統一的

な区分に基づいて健全性の診断 

措 置 
・点検結果・診断に基づき、措置

（修繕，撤去，架替え，通行規

制等）を行う 

記 録 
・定期点検の結果、補修などの履

歴を記録する 
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（２）管理橋梁のグループ分け 

限られた村の財源の中で、効率的かつ継続的に橋梁を維持していくため、管理橋梁を橋の規

模や路線の重要度・迂回路の有無などから、下記の選定フローにより管理区分のグループ分け

を行います。 

管理区分の順位や劣化損傷の部位等を考慮し、優先順位の設定を行います。 

 

 

管理橋(62橋)

自治体による
重要な道路

管理区分①

6橋

Yes

(6橋)
橋⾧15m以上

迂回路無し

No(56橋)

No(40橋)

管理区分②

5橋

管理区分③

11橋

Yes

(16橋)

No

(29橋)

管理区分④

11橋

管理区分⑤

29橋

幅員2車線以上

Yes

(5橋)
桁下高4m以上

or
幅員2車線以上

Yes

(5橋)

Yes

(6橋)

No(11橋) No(34橋)

 

※ 重量な道路：西原村が指定する道路で、学校に隣接する道路および自衛隊関連車両の輸送経路にあたる道路。 

図-4 管理区分の設定フロー 
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（３）日常的な維持管理の取組み 

◎パトロール車による走行面の変状について点検を行います。 

◎橋面の地覆周辺、排水桝、伸縮装置の土砂詰まり等については、日常的な維持管理（パトロ

ール等）で出来る限り対処します。 

 

 

  
走行面の変状（路面の凹凸） 

 

  
地覆付近の土砂詰まり           清掃後 

 

  
排水孔の清掃 
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（４）メンテナンスサイクルの実施内容 

 

通常点検（道路パトロール）と５年に１回の定期点検（近接目視点検）により、橋梁の健全

性を確認します。また、自然災害（地震・集中豪雨等）や大きな事故が発生した場合、橋梁の

安全性を確認するために異常時点検を行います。 

 

点 検 通常点検

定期点検

異常時点検

道路パトロール

５年に１回の頻度
近接目視

災害や事故発生時
 

図-5 橋梁点検体系 

 

 

定期点検（近接目視） 

 
橋梁点検車による点検 

 
リフト車による点検 

 
梯子による点検 

 
徒歩による点検 

 

点 検 
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 ①損傷状態の評価方法 

点検における損傷の評価は、橋梁の各部材に対して損傷種類（腐食やひびわれ等）ごとに、

表-4に示す損傷の進行状態をＡ～Ｅの５段階で評価を行います。 

なお、損傷の進行状態が５段階で評価しにくい損傷種類においては、２段階（Ａ，Ｅ）や３

段階（Ａ，Ｃ，Ｅ）で区分します。 

 

表-4 損傷度の区分（部材毎） 

損傷度区分 概 念 一般的状況 

Ａ 良  好 損傷が特に認められない 

Ｂ ほぼ良好 損傷が小さい 

Ｃ 軽  度 損傷がある 

Ｄ 顕  著 損傷が大きい 

Ｅ 深  刻 損傷が非常に大きい 

 

 

 ②健全性の診断 

点検結果をもとに、着目する部材に対する損傷が橋梁の機能に支障を及ぼすかの観点より診

断を行い、４段階の判定区分を橋梁毎に行います。 

Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 

構造物の機能に支障が生じていない状態 

（損傷は軽微であり、当面の措置は不要な状態） 

 
（例：主桁の腐食） 

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態 

 
（例：主版の鉄筋露出） 

Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態 

 
（例：橋台のひびわれ，遊離石灰） 

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

 
（例：床版の床版ひびわれ） 

 

診 断 
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健全性の診断において、判定区分ⅡまたはⅢと診断された橋梁は、管理区分のグループ分け

（図-4参照）による優先順位に応じて措置（修繕・監視等）を実施します。 

 

 

 

 

区分 管理区分① 管理区分② 管理区分③ 管理区分④ 管理区分⑤ 

Ⅰ 措 置 不 要 

Ⅱ 可能な限り５年以内に措置（補修） 
日常的な 

維持管理 

Ⅲ 5 年以内に措置（補修） 通行規制の検討 

Ⅳ 通行規制等を行い緊急措置（補修・補強等） 
通行止めを行い 

撤去・新設を検討 

 
図-6 措置手法及び優先順位の概念 

 

※1 管理区分に関係なく、判定区分Ⅳの措置を優先します。次に判定区分Ⅲの措置を優先して行いますが，橋

梁ごとに優先順位の検討を行ったうえで、優先度の高い橋梁より措置を行います。 

※2 優先順位の検討は、管理区分の順位や劣化損傷の部位等を考慮し、優先順位の決定を行います。 

 

 

措置（修繕）例 

 
補修前（支承部の腐食） 

 
補修後（支承の交換） 

 

 

措 置 

高       優 先 順 位 度       低 

低 
 

優
先
順
位
度 

 

高 

予 防 保 全 監 視 
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定期点検を行った橋梁は、点検結果を道路橋点検要領で規定された点検記録様式で記録・保

管を行い、以後の維持管理や修繕計画の見直し等に活用します。 

 

 

緯度

経度

路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

点検者

判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

措置及び判定
実施年月日

上部構造 主桁 Ⅰ

横桁 Ⅱ

床版 Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

（判定区分） （所見等）

Ⅱ

架設年次 橋長 幅員

1991年 20m 10.75m

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙３　点検表記録様式 様式１（その１）

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名 路線名 所在地 起点側
32°49′37″

130°54′55″

有 一般道

新高下橋
万徳宮山線 熊本県西原村宮山

（フリガナ）シンコウゲハシ

管理者名 点検実施年月日 自専道or一般道

部材単位の診断（各部材毎に最悪値を記入） 点検責任者
点検時に記録 措置後に記録

熊本県西原村産業課 2015.10.30 河川（布田川）

部材名
変状の種類
（Ⅱ以上の場合
に記載）

備考（写真番号、
位置等が分かる
ように記載）

措置後の
判定区分

変状の種類

うき 写真１、２

漏水・遊離石灰 写真３、４

下部構造 ひびわれ 写真５、６

支承部

その他

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）

全景写真（起点側、終点側を記載すること）

点検時に記録 措置後に記録

（再判定区分） （再判定実施年月日）

予防保全の観点から，速やかに補修等を行う必要がある

起点終点

 

図-7 点検表記録様式（記載イメージ） 

 

 

記 録 
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４．橋梁長寿命化修繕計画の内容 

◆西原村では、平成３０年度までに一巡目、令和５年度までに２巡目の近接目視による定期点

検を完了しており、現在、３巡目の定期点検を実施しています。今後も５年間隔で点検を行

うことで安全確保に努めていきます。 

◆点検結果により橋梁の健全性の診断を行い、計画的な修繕が行えるよう優先順位を決めます。

優先順位の検討は、路線の状況・橋梁の大きさ，損傷の部位等を考慮し決定します。 

◆橋梁の損傷が深刻化してから大規模な修繕や架け替え更新を行う事後補修の『対症療法型』

から、損傷が大きくなる前に計画的に予防的な対策を行い長持ちさせる『予防保全型』へ転

換し、橋梁の長寿命化を図るとともに、修繕に係る費用の縮減を図ります。 

◆一定期間の橋梁の維持管理にかかる費用であるライフサイクルコスト（LCC）の試算を行い、

計画的な維持管理へ転換した場合の効果を確認します。 
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図-8 維持管理型毎の補修時期とライフサイクルコスト（イメージ図） 
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５．対象橋梁毎の修繕計画 

今後は５年に１回の定期点検結果に基づく診断結果を踏まえ、橋梁毎に点検および

措置（対策・監視）の計画を行います。点検計画・個別対策計画のイメージは下記の

通りとなります。 

 

 

表-5 点検計画・個別施設計画のイメージ 

管理
区分

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

A橋 ① 点検 Ⅰ 点検 Ⅱ 点検

B橋 ② 点検 Ⅲ 補修 点検 Ⅰ 点検

C橋 ① 点検 Ⅱ 点検 Ⅰ 点検

D橋 ② 点検 Ⅰ 点検 Ⅱ 点検

E橋 ③ 点検 Ⅲ 補修 点検 Ⅰ 点検

F橋 ③ 点検 Ⅱ 点検 Ⅲ 補修

G橋 ⑤ 点検 Ⅱ 点検

H橋 ④ 点検 Ⅰ 点検

I橋 ② 点検 Ⅲ 補修 点検

J橋 ② 点検 Ⅰ 点検

K橋 ⑤ 点検 Ⅰ 点検

L橋 ③ 点検 Ⅱ 点検

M橋 ④ 点検 Ⅱ 点検

N橋 ⑤ 点検 Ⅱ 点検

O橋 ⑤ 点検 Ⅲ 点検

P橋 ⑤ 点検 Ⅰ 点検

Q橋 ② 点検 Ⅱ 点検

R橋 ⑤ 点検 Ⅰ 点検

S橋 ⑤ 点検 Ⅰ 点検

T橋 ④ 点検 Ⅲ 補修 点検

U橋 ① 点検 Ⅲ 補修 点検

V橋 ① 点検 Ⅱ 点検

W橋 ⑤ 点検 Ⅱ 点検

X橋 ② 点検 Ⅲ 補修 点検

Y橋 ⑤ 点検 Ⅲ 点検

優先順位に応じて補修

優先順位に応じて補修

監　視

優先順位に応じて補修

監　視

監　視

優先順位に応じて補修

監　視

優先順位に応じて補修

監　視

優先順位に応じて補修

優先順位に応じて補修

優先順位に応じて補修

 

 

 

また、今後の５０年間に補修する橋梁の年次計画（表-6参照）を策定しました。計

画策定のうえで重要な橋梁部材の劣化予測（いつどの程度の損傷状態になるか）につ

いては、次回点検を継続実施することで補修履歴を蓄積し見直しを行います。 
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（１）新技術の活用 

１） 背景・目的 

現在、維持管理の効率化やコスト縮減が喫緊の課題であり、点検手法や対策工法に関する様

々な新技術・新工法が開発されています。 

本計画では、事業のコスト縮減や効率化を目的とし、国土交通省から提供される維持管理に

関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

 

２） 適用対象の選定 

橋梁点検車や高所作業車などの機械を使用して近接目視点検を行う必要がある橋梁は、交通

規制を伴い、道路利用者へ影響が及びます。これらの橋梁に対して有効な新技術を活用するこ

とで点検の効率化や高度化、コスト縮減を目指します。 

西原村の全管理橋梁６２橋のうち、約１割（５橋）に新技術を適用し約百万円のコスト削減

を目指します。 

 

３） 活用技術の選定 

点検に活用できる新技術をとりまとめた“点検支援技術性能カタログ（案）”や公共工事等

における新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備されてい

る“新技術情報提供システム（NETIS）”より有用な新技術を選定します。 

 

 

（２）集約・撤去対象橋梁 

管理者である西原村役場建設課において、利用状況や立地、周辺道路網などから“集約・撤

去”について検討した結果、対象となる橋梁については迂回路がなく、集落へのアクセスが困

難となる事から、現時点では困難であると判断しました。 

今後、社会経済や施設の利用状況等の変化に応じた適切な配置のための橋梁の集約・撤去、

機能縮小などによる費用の縮減を地元の意見を踏まえながら検討します。 

 

 

（３）短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

令和７年度から令和１２年度までの５年間に以下のコスト縮減を目指します。 

 

① 点検費用 

新技術・新工法の適用対象橋梁について、５橋において、従来手法の橋梁点検車を用

いた近接目視点検に比べ、新技術に技術転換することで、約０．２百万円（約３割）の 

コスト縮減を目指します。 

② 補修費用 

 橋梁長寿命化修繕計画に基づき修繕が必要と判断された橋梁（３橋）のうち、鋼橋の

防食対策として行う塗装塗替え工に新技術を適用することで、約３百万円（約１割）の

コスト縮減を目指します。 
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６．長寿命化修繕計画による効果 

長寿命化修繕計画に基づく予防保全による維持管理の導入効果として、道路橋の

LCC縮減効果の検証を行いました。 

検証の結果、橋梁の損傷が深刻化してから大規模な修繕や更新を行う対症療法型か

ら，長寿命化修繕計画に基づく予防保全型の維持管理へ転換することで、下記のLCC

縮減効果が得られることが見込まれます。 

 

今後50年間のライフサイクルコスト 

対症療法型 ： ３５億円 

予防保全型 ： ２３億円（３４％の予算縮減） 

 

図-9 従来型管理と計画的管理の累計ライフサイクルコスト 
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７．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

（１）計画策定の担当部署 

西原村 建設課 

TEL 096-279-3111 

URL http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp 

 

 

 

（２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

国立大学法人 熊本大学名誉教授 

デジタルアーカイブ室長 

土木学会フェロー 特別上級技術者（鋼・コンクリート） 

大学院先端科学研究部 シニア教授 

山尾 敏孝 工学博士 

 

 

 

意見聴取（１回目） 

 

意見聴取（２回目） 

2019年1月 2019年2月 
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８．事業計画表 

表-6 対象橋梁毎の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期
凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

新高下橋 村道 1級 万徳宮山線 19.75 1991 34 R2 点検 点検 舗装:打換 等(2024)

宮山橋 村道 2級 堀切出の口線 8.10 1970 55 R4 点検 点検 主部材:断面修復 等(2026)

小牧西橋 村道 2級 堀切出の口線 3.48 1981 44 R4 点検 点検

小牧橋 村道 2級 堀切出の口線 19.10 2002 23 R4 点検 点検 伸縮装置:取替(始端側) 等(2029)

辰口橋 村道 1級 田中高遊線 20.50 1955 70 R2 点検 点検 床版:上面増厚 等(2025)

中乙橋 村道 1級 土林瓜生迫線 29.00 1990 35 R4 点検 点検
伸縮装置:取替(始端側) 等(2025),舗装:打換

(2028)

下乙橋 村道 1級 土林瓜生迫線 6.05 1975 50 R4 点検 点検

新下乙橋 村道 1級 土林瓜生迫線 11.60 2001 24 R4 点検 点検
舗装:打換(2026),伸縮装置:取替(始端側) 等

(2028)

瓜生迫橋 村道 その他 塩塚瓜生迫線 8.40 1993 32 R4 点検 点検

秋田橋 村道 1級 秋田灰床線 24.40 2003 22 R4 点検 点検 舗装:打換(橋台背面)(2026)

新滝川橋 村道 1級 秋田灰床線 38.90 2001 24 R2 点検 点検
主部材:ひび割れ&断面修復&吊足場等(2024),伸

縮装置:取替(始端側)等

若水橋 村道 2級 秋田灰床線 6.10 1973 52 R4 点検 点検

小川橋 村道 2級 秋田灰床線 15.50 1972 53 R4 点検 点検 支承:取替(始端側) 等(2029)

門出橋 村道 1級 門出滝線 23.30 1991 34 R4 点検 点検 舗装:打換 等(2028)

中鶴橋（門出） 村道 1級 門出滝線 11.30 1960 65 R4 点検 点検

滝橋 村道 1級 門出滝線 11.40 1974 51 R4 点検 点検

六反田橋 村道 2級 小園大切畑線 15.80 1973 52 R4 点検 点検 床版:断面修復&鋼板接着 等(2027)

上鳥子橋 村道 その他 小園大切畑線 13.00 1972 53 R4 点検 点検

中鶴橋（古閑） 村道 その他 小園大切畑線 10.10 1976 49 R4 点検 点検

古閑橋 村道 2級 万徳葛目線 11.20 1981 44 R4 点検 点検

葛目橋 村道 2級 万徳葛目線 12.80 1976 49 R4 点検 点検 主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装 等(2029)

大切畑橋 村道 その他 風当桑鶴線 17.40 2018 7 R4 点検 点検

土橋 村道 2級 風当桑鶴線 5.20 1981 44 R4 点検 点検

桑鶴橋 村道 その他 風当桑鶴線 4.80 1981 44 R4 点検 点検

桑鶴１号橋 村道 その他 風当桑鶴線 4.20 1981 44 R4 点検 点検

穴見橋 村道 その他 風当桑鶴線 4.55 1973 52 R4 点検 点検

塩井社橋 村道 2級 万徳袴野線 6.00 1981 44 R4 点検 点検

妙見橋 村道 2級 万徳袴野線 4.10 1981 44 R4 点検 点検

袴野１号橋 村道 2級 万徳袴野線 6.28 1981 44 R4 点検 点検

袴野２号橋 村道 2級 万徳袴野線 3.70 1981 44 R4 点検 点検

第二共栄橋 村道 その他 堀切多々良線 21.80 1990 35 R4 点検 点検
舗装:打換(2026),伸縮装置:取替(始端側) 等

(2027)

共栄橋 村道 2級 下古閑日向線 20.95 1960 65 R2 点検 点検
主部材:表面含浸&断面修復,支承:取替 等

(2024)

北の山橋 村道 2級 滝多々良線 4.20 1962 63 R4 点検 点検

白糸橋 村道 2級 滝小野線 10.04 1968 57 R4 点検 点検 舗装:打換 等(2028)

揺ケ池２号橋 村道 その他 桑鶴袴野線 3.90 1981 44 R4 点検 点検

揺ケ池１号橋 村道 その他 桑鶴袴野線 3.70 1981 44 R4 点検 点検

山口橋 村道 その他 宮山医王寺向線 5.40 1981 44 R4 点検 点検

中の瀬橋 村道 その他 宮山医王寺向線 6.00 1981 44 R4 点検 点検 舗装:打換 等(2023)

浦野橋 村道 その他 宮山医王寺向線 4.70 1981 44 R4 点検 点検 舗装:打換 等(2021)

星田橋 村道 その他 星田須の倉線 24.30 1990 35 R4 点検 点検 伸縮装置:取替 等(2021),舗装:打換(2028)

河原橋 村道 その他 土林市河原線 28.00 1991 34 R4 点検 点検 伸縮装置:取替(2027),舗装:打換(2028)

谷後橋 村道 その他 瓜生迫谷後線 8.00 1969 56 R4 点検 点検

朝ケ瀬橋 村道 その他 猿帰南原線 12.10 1976 49 R4 点検 点検 主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装 等(2029)

南原橋 村道 その他 猿帰南原線 3.25 1965 60 R4 点検 点検 舗装:打換 等(2025)

堤下橋 村道 その他 役場堤下線 3.05 1981 44 R4 点検 点検

下小森橋 村道 その他 高畝中村線 7.05 1992 33 R4 点検 点検

北向橋 村道 その他 布田本村北向線 18.00 1975 50 R4 点検 点検 主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装 等(2026)

玉田橋 村道 その他 雀塚北向線 11.05 1993 32 R4 点検 点検

池底橋 村道 その他 下池底池底線 4.20 1982 43 R4 点検 点検

立野橋 村道 その他 雀塚立野線 2.40 1985 40 R4 点検 点検

袴野鶴橋 村道 その他 袴野３号線 4.70 1988 37 R4 点検 点検

新六反田橋 村道 その他 馬場上鳥子線 20.70 1991 34 R2 点検 点検 伸縮装置:取替(2026),舗装:打換(2028)

栖高天神橋 村道 その他 医王寺向小川線 20.46 1985 40 R2 点検 点検 主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装,舗装:打換 等(2026)

麦の庄大橋 村道 その他 医王寺向小川線 61.42 1977 48 R2 点検 点検
橋脚:ASRリチウム工&RC巻立て&足場工 等

(2020-2021)

長迫大橋 村道 その他 医王寺向小川線 61.42 1978 47 R2 点検 点検 床版:ひび割れ注入&断面修復 等(2022-2023)

地蔵峠橋 村道 その他 大野地蔵峠線 8.90 1996 29 R4 点検 点検 伸縮装置:取替(2026)

布田鶴橋 村道 その他 堀切高遊線 72.10 1991 34 R2 点検 点検
床版:炭素繊維ｼｰﾄ接着等(2021),橋脚:断面修復

&RC巻立て,舗装:打換等(2027)

下鶴橋 村道 その他 堀切高遊線 19.95 1988 37 R2 点検 点検 舗装:打換 等(2028)

長田川橋 村道 その他 堀切高遊線 8.95 1989 36 R4 点検 点検

布田郷橋 村道 その他 永田下玉田線 10.15 1995 30 R4 点検 点検

滝川橋 村道 その他 市川原１号線 15.70 1992 33 R4 点検 点検 伸縮装置:取替(2026),舗装:打換(2029)

第二古閑橋 村道 その他 桑鶴袴野線 13.00 2000 25 R4 点検 点検

57 51 53 49 53 54 53 51 37 25

最新

点検

年次

対策の内容・時期
工　法

合　計　　(百万円)

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

 
※２巡目点検後に策定されたものである。（３巡目点検完了後に見直し予定）



  
NISHIHARA VILLAGE - 17 - 

 

   対象橋梁位置は下図の通りです。 

 


